
滋賀県土木交通部道路課

資料－２
滋賀県公共事業評価監視委員会
令和元年１０月２９日

社会資本整備総合交付金（事後評価）
Pa２９ 地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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◆滋賀県の道路整備方針（交付金制度の活用）

滋賀県道路整備
アクションプログラム※

（H15策定→H19、H24、H29見直し）

将来10年間の道路整備計画

○厳しい財政状況の中、「選択と集中」による重点化
を図り、地域に真に必要な道路を優先して整備

具体化

※現アクションプログラムは、H30年度～H39年度の10年間の

道路整備計画として、H30年.3月に策定。

滋賀県道路整備マスタープラン
（H14策定→H23見直し）

将来20年間における道路整備の基本方針
①県内産業の活性化と地域文化の交流
② 誰もが安心・安全に暮らせる優しい県土の実現
③ 環境負荷の軽減と個性と潤いのある生活空間の創造
④ 地域の自立的発展と不安のない暮らしの創出

社会資本整備総合交付金
○国土交通省が平成22年度に創設した交付金
（地方公共団体向けの個別補助金を一本化し、

地方公共団体の自由度を高めた交付金制度）

アクションプログラムに基づき計画的に事業を進めていくために活用
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透明性の確保、県民との約束



◆道路整備アクションプログラム2018の概要

【改築事業】
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【交通安全事業（歩道整備、交差点改良）】



◆道路整備アクションプログラム2018の概要

【維持管理事業】
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【自転車走行環境整備事業】



◆社会資本整備総合交付金の概要

出典：国土交通省ＨＰ「社会資本整備総合交付金」
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◆社会資本整備総合交付金の概要

■社会資本整備総合交付金を受けるには

※１ 目標

事業の実施によって実現しようとする整備計画の目標を設定。

整備計画の目標を定量化した評価指標を設定。

地方公共団体が目標※１や目標実現のための事業※２等を記載した
『整備計画』を策定し、国に提出。毎年度、交付金の交付申請を
行い、国が地方公共団体に交付金を交付。

※２ 事業

複数の事業で整備計画を構成。

道路、下水、河川
etc.
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◆事後評価の実施

滋賀県公共事業等計画評価実施要綱

第３ 中間評価および事後評価の内容
１ 知事は、次に掲げる事項について中間評価を行うものとする。

(1) 事業の進捗状況
(2) 事業効果の発現状況
(3) 評価指標の目標値の実現状況
２ 知事は、次に掲げる事項について事後評価を行い、今後の方針の案を作成する
ものとする。

(1) 事業の進捗状況
(2) 事業効果の発現状況
(3) 評価指標の目標値の実現状況
(4) 主要な事業に関する次の事項
ア事業を巡る社会経済情勢等の変化
イ事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
ウ コスト縮減および代替案立案等の可能性
エその他必要と考えられる事項

中間評価にて主要な事業を選定
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・国道303号 追分工区
おいわけ



◆事後評価について Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

滋賀県では、冬期の積雪・凍結による交通障害が大きな問題となっており、季節を問わ

ず誰もが安全で安心して利用できる道路空間の確保に併せ、地域の交流を支える道路整備

により成長基盤の強化を図ることを目標とする。

■計画の成果目標（アウトカム指標）
・ 冬期（12月～3月）路面事故件数を10％縮減
・ 各市町の拠点間の所要時間合計を0.5時間短縮

8
除雪作業 アクセス道路整備事業

目標

アウトカム指標



■路線名 ： 間田長浜線（観音坂工区）

■起終点 ： 米原市朝日～長浜市石田町
■事業期間 ： 平成１８年度～平成２７年度
■整備内容 ： バイパス整備
■全体延長 ： Ｌ＝１，６３０ ｍ

■整備状況

整備前（現道）

事業箇所

位置図

◆要綱第３-１-(２)事業効果の発現状況 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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バイパス整備後

至 長浜市

至 米原市

狭隘なトンネルの解消により、スムーズな交通の確保につながった。

はざまた ながはま かんのんざか

まいばら し あさ ひ ながはま し いし だ ちょう



■路線名：国道367号 他
■事業年度：平成26年度～平成30年度
■事業内容：除雪機械の購入（県：１２台、市町：１０台）

除雪作業（対象延長 県：883 km、市町：1,125 km）

■整備効果 除雪機械の購入と除雪作業により、冬期の円滑な交通の確保に寄与。

◆要綱第３-１-(２)事業効果の発現状況 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

除雪状況除雪機械の購入（除雪ドーザ）

降雪日数（雪寒地域内の３０箇所ある観測所の平均値）

H26 H27 H28 H29 H30

降雪日数（日） 46 18 33 34 14
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◆要綱第３-２-(１)事業の進捗状況 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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整備計画に掲載している

事業数

(H31.3)時点

計画期間内に

完了予定の

事業数

(a)

計画期間内に

完了した

事業数

(b)

（b）/（a） 備考

４６事業
［３２事業］

１７事業
［１４事業］

１０事業
［７事業］

５９％
用地取得等に起因
する進捗の遅延

※［ ］内は滋賀県道路整備アクションプログラム対象事業

※ 除雪作業および除雪機械の購入に係る事業は除く

※ 完了箇所に投じた予算は、625百万円［515百万円］。

※ 実績の完了事業数には、他paに移行し完了した事業(3事業[3事業])を含む

※ 市町事業は除く



黒：実施済箇所（10箇所）
赤：実施中箇所（36箇所）
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◆要綱第３-２-(１)事業の進捗状況 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

A016

A018

A048

A049

A050

A052

A102

A120 A121

A125

A123
A124

A122

（Ｈ３１.３時点）

※県事業のみ掲載

※黄色着色番号は、計画期間内に

完了目標としている事業



・冬期（12月～3月）路面事故件数を10％縮減

■アウトカム指標１

■アウトカム指標の算定式

・冬期路面事故件数（件／日） ＝
雪寒地域の冬期路面事故件数 ／ 降雪日数

目標値 実績値

当初（H26） １．０６ －

中間年（H28年度末） － －

最終年（H30年度末）
０．９６
（１０％減）

０．９３
（１２％減）

【冬期路面事故件数（件／日）】

◆要綱第３-１-(３)評価指標の目標値の実現状況 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

H26
現況値

13目標達成

※ 雪寒地域:大津市北部、高島市、⾧浜市、米原市、彦根市、多賀町

※ 降雪日数:雪寒地域内の３０箇所ある観測所の平均値

※ 事故件数は警察提供データによる

※実績値は、計画期間５年間の平均値

平均値 最大値 最小値

冬季路面事故件数
（件）

27.0 45
（H28）

8
（H29）

降雪日数
（日）

29.0 46
（H26）

14
（H30）

日あたり
冬季路面事故件数

（件／日）

0.93

【参考】H26年度～H30年度の
冬季路面事故件数と降雪日数



・各市町の拠点間の所要時間合計を０．５時間短縮

■アウトカム指標２

■アウトカム指標の算定式

・所要時間合計の短縮時間（時間） ＝
（H26）各市町の拠点間の所要時間合計 － （H30末）各市町の拠点間の所要時間合計

目標値 実績値

当初（H26） ２．８ －

中間年（H28年度末） ２．５ ２．６

最終年（H30年度末） ２．３
(0.5時間短縮)

２．６
(0.2時間短縮)

【所要時間合計（時間）】

◆要綱第３-１-(３)評価指標の目標値の実現状況 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

14目標未達成

※ 拠点:市役所、町役場、隣接府県境など

※ （H26）各市町の拠点間の所要時間＝ Σ（ 事業延⾧ ÷ 旅行速度調査(H22実施)における平均旅行速度 ）

※ （H30末）各市町の拠点間の所要時間＝ Σ（ 事業延⾧ ÷ 設計速度 ）

＋ Σ（ 事業延⾧ ÷ 旅行速度調査(H22実施)における平均旅行速度 ）

完了している事業の場合

完了していない事業の場合

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

短縮時間（1事業あたり） 短縮時間（累計）

（事業数）

短
縮
時
間
（
時
間
）

【参考】 事業数と短縮時間の関係

完了している事業 完了していない事業

H26
現況値



◆主要な事業の選定について Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

①計画最終年度（H30）において事業採択後5年以上を経過した時点で未着工の事業

②計画最終年度（H30）において事業採択後10年以上経過し継続中の事業

要件

※「事業採択」とは国庫補助事業については「国の事業採択通知を受け事業費が予算
化された時点」、単独事業については、「詳細設計に着手した時点」

※「未着工の事業」とは「用地買収手続きと工事のいずれにも着手していない事業」

①の要件の事業 ： なし
②の要件の事業 ： 国道３０３号 追分工区
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おいわけ

中間評価時に下記事業が選定された



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

おい わけ

1. 事業の概要
2. 事業の進捗状況
3. 費用対効果
4. 今後の取組
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◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

1.事業の概要
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おい わけ



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

・国道３０３号は滋賀県と福井県を結ぶ幹線道
路であり、地域間交流を支援する重要な路線。

・高島市今津町北生見～保坂間においては、
幅員狭小及び線形不良区間が連続しており、
大型車のすれ違いが困難な区間が存在し、特
に冬季の事故が多い。

→国道３０３号（追分工区）事業により
線形不良区間を解消

特徴

全体事業区間

4.1m

弘川ランプ

追分工区
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おい わけ

たかしま し いま づちょう きた う み ほうざか

おいわけ

Ｎ

至福井県若狭町 至福井県敦賀市

至大津市 至大津市

事業概要

起終点 ：高島市今津町北生見～保坂
延長 ： 4.1km
着工年度：平成20年度

たかしま し いま づちょう きた う み ほうざか

整備前の状況①

整備前の状況②



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

2.事業の進捗状況
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おい わけ



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

施工状況図(平成31年3月時点)
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おい わけ

【横断図】

Ｎ

H30年度末の事業進捗率： 約59％（延長ベース）



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

3.費用対効果
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おい わけ



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

費用便益分析とは

事業全体に対する
費用便益比

残事業に対する
費用便益比

事業判断

B/C≧1 B’/C’≧1 事業継続

B/C＜1 B’/C’≧1 基本的に継続とするが、事業内容等を見直し

B/C≧1 B’/C’＜1 事業内容の見直し等を行った上で対応を検討

B/C＜1 B’/C’＜1 事業中止

事業を効率的かつ効果的に逐行するため、事業を実施することで生じる便益
（Benefit: B）と事業にかかる費用（Cost: C）を比較することにより、投資効率性の観点
から対象事業の妥当性を評価するもの。

＜事業評価判断基準＞

費用便益比 Ｂ／Ｃ ＝
便益 B

費用 C
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おい わけ

国土交通省が定めた「費用便益分析マニュアル（平成30年2月版）」により算出する



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

便益（Benefit）の考え方
費用便益分析において扱う便益としては、道路整備に伴う多様な効果のうち、
直接効果でわかりやすく、精度を保ち、金銭表現が可能な指標を対象としている。

費用便益分析に用いる総便益は、これら各年における便益を現在価値化し
て、検討期間全体（50年）で合計したものを用いる

総 便 益

走行時間短縮

走行経費減少

交通事故減少

23

おい わけ



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

走行時間短縮便益とは

道路整備により走行性が向上することで短縮される走行時間を貨幣価値に
換算したもの。

走行時間短縮便益
＝「整備なし」－「整備あり」の総走行時間費用

総走行時間費用
＝交通量×走行時間×時間価値原単位

【走行時間短縮便益の算出】

「整備なし」
総走行時間費用
（50年間の現在価値）

「整備あり」
総走行時間費用
（50年間の現在価値）

144.0億円
（現在価値）

50年間合計

走行時間短縮便益
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おい わけ

※「整備なし」：国道３０３号追分工区の整備をしない場合



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

走行経費減少便益とは

道路整備により円滑な走行が可能となり、燃料費、油脂費、タイヤチューブ
費などの走行経費が減少される効果を貨幣価値に換算したもの。

走行経費減少便益
＝「整備なし」－「整備あり」の総走行費用

総走行費用
＝交通量×走行距離×走行経費原単位

「整備なし」
総走行費用
（50年間の現在価値）

「整備あり」
総走行費用
（50年間の現在価値）

12.5億円
（現在価値）

50年間合計

走行経費減少便益
【走行経費減少便益の算出】
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おい わけ

※「整備なし」：国道３０３号追分工区の整備をしない場合



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

交通事故減少便益とは

道路整備により秩序ある道路交通環境が形成されることで期待される交通事
故の発生件数の減少や被害程度の軽減の効果を貨幣価値に換算したもの。

交通事故減少便益
＝「整備なし」－「整備あり」の交通事故損失額

交通事故損失額
＝（α×交通量×走行距離）＋（β×交通量×交差点箇所数）

「整備なし」
交通事故損失額
（50年間の現在価値）

「整備あり」
交通事故損失額
（50年間の現在価値）

1.3億円
（現在価値）

50年間合計

交通事故減少便益

※交通事故の発生状況は高速道路と一般道路、また一般道路では車線数や沿道状況で大きな差があることから、
道路・沿道区分毎に係数α, βが設定（全国統一条件）されている。

【交通事故減少便益の算出】

26

おい わけ

※「整備なし」：国道３０３号追分工区の整備をしない場合



◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

費用（Cost）の考え方
費用便益分析において扱う費用としては、道路整備に要する事業費（工事費、
用地費、補償費）及び、維持管理に要する費用があげられる。

事業費

・工事費、用地費、補償費、間接経費等から構成され、
主に供用以前に支出される費用を指す。
・これらを現在価値換算したものを用いる。

維持管理費

・橋梁、トンネル等の道路構造物の点検・補修にかか
る費用、巡回・清掃等にかかる費用、除雪等にかか
る費用等（間接経費含む）を指す。
・これらを現在価値換算して、検討期間全体（50年間）
で合計したものを用いる。

51.1億円
（現在価値）

事業費

3.4億円
（現在価値）

維持管理費

50年間合計

消費税相当額は費用から控除し
て算出

27
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◆国道３０３号 追分工区 Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり

算定結果

項目 算定結果

便益
（Benefit）

走行時間短縮便益 144.1億円
走行経費減少便益 12.5億円
交通事故減少便益 1.3億円

合計（総便益） 157.8億円

費用
（Cost）

事業費 51.1億円
維持管理費 3.4億円

合計（総費用） 54.5億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 2.9
※表中の費用及び便益は全て現在価値換算した値である。
※費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。
※残事業に対するB’/C’は10.1となる。 28
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4.今後の取組

29
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●道路改良工
●舗装工
●法面工

今後の取り組み

令和元年度～令和２年度

令和３年度以降

●道路改良工
●舗装工
●護岸工
●法面工

R３以降

R1～R２

30
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①事業の進捗状況
完了目標17事業に対して、10事業が完了した。

②事業効果の発現状況
除雪事業の実施により、冬期の円滑な交通の確保に寄与している。
改築事業により、所要時間の短縮に繋がっている。

③評価指標の目標値の実現状況
③-1 冬期（12月～3月）路面事故件数
最終目標値0.96件／日に対し、実績値0.93件／日となり、最終目標値を
達成している。

③-2 各市町の拠点間の所要時間
最終目標値2.3時間（ 0.5時間短縮）に対し、実績値2.6時間（ 0.2時間
短縮）となり、最終目標値には満たないものの、一定の効果が認められた。

○まとめ （Ｐａ29）

◆事後評価まとめ Pa29
地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり
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